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「
労
働
契
約
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律

案
」
が
八
月
三
日
、参
議
院
本
会
議
で
民
主
・

自
民
・
公
明
三
党
な
ど
の
賛
成
多
数
で
可
決
、

成
立
し
た
。
法
案
は
、
昨
年
一
二
月
二
六
日

に
ま
と
め
ら
れ
た
「
有
期
労
働
契
約
の
在
り

方
に
つ
い
て
」（
労
働
政
策
審
議
会
建
議
・

本
誌
本
年
二
月
号
三
四
頁
参
照
）を
踏
ま
え
、

労
働
契
約
法
に
、
①
有
期
労
働
契
約
の
期
間

の
定
め
の
な
い
労
働
契
約
へ
の
転
換
（
第

一
八
条
）
②
有
期
労
働
契
約
の
更
新
等
（
雇

止
め
法
理
の
法
定
化
）（
第
一
八
条
）
③
期

間
の
定
め
が
あ
る
こ
と
に
よ
る
不
合
理
な
労

働
条
件
の
禁
止
（
第
二
〇
条
）
―
―
を
追
加

す
る
も
の
。こ
れ
を
受
け
連
合
は
同
日
、「（
有

期
労
働
契
約
の
締
結
事
由
を
規
制
す
る
入
口

規
制
な
ど
）
求
め
て
い
た
内
容
が
十
分
に
盛

り
込
ま
れ
た
も
の
で
は
な
い
が
、
有
期
契
約

労
働
者
の
雇
用
の
安
定
と
処
遇
改
善
に
向
け

て
法
整
備
が
図
ら
れ
る
意
義
は
大
き
い
」
な

ど
と
す
る
南
雲
弘
行
事
務
局
長
の
談
話
を
発

表
し
た
。

無
期
労
働
契
約
へ
の
転
換
の
仕
組
み

を
規
定

　

非
正
規
雇
用
が
雇
用
労
働
者
の
三
人
に
一

人
に
の
ぼ
り
、
有
期
契
約
労
働
者
も
約
一
二

○
○
万
人
ま
で
増
え
る
な
か
、
有
期
労
働
契

約
が
長
期
に
わ
た
り
反
復
更
新
さ
れ
た
場
合

の
ル
ー
ル
や
、
無
期
労
働
契
約
と
比
較
し
た

労
働
条
件
の
あ
り
方
等
を
明
確
化
す
る
こ
と

で
、
有
期
労
働
契
約
の
あ
り
よ
う
を
適
正
化

し
、
安
心
し
て
働
き
続
け
ら
れ
る
環
境
を
整

備
す
る
必
要
性
が
高
ま
っ
て
い
る
。

　

改
正
労
働
契
約
法
で
は
、「
同
一
使
用
者

と
の
間
で
締
結
さ
れ
た
二
以
上
の
有
期
労
働

契
約
（
施
行
日
以
後
を
契
約
期
間
の
初
日
と

す
る
も
の
に
適
用
）
の
契
約
期
間
を
通
算
し

た
期
間
が
五
年
を
超
え
る
労
働
者
が
、
当
該

使
用
者
に
対
し
、
現
に
締
結
し
て
い
る
契
約

の
期
間
満
了
日
ま
で
に
、
期
間
の
定
め
の
な

い
労
働
契
約
の
締
結
の
申
込
み
を
し
た
と
き

は
、
使
用
者
は
当
該
申
込
み
を
承
諾
し
た
も

の
と
み
な
す
」
な
ど
と
規
定
。
有
期
労
働
契

約
が
五
年
を
超
え
て
反
復
更
新
さ
れ
た
場
合

に
は
、
労
働
者
の
申
込
み
に
よ
り
無
期
労
働

契
約
（
別
段
の
定
め
が
な
い
限
り
従
前
と
同

一
の
労
働
条
件
）
に
転
換
さ
せ
る
仕
組
み
を

新
た
に
導
入
し
た
。

　

た
だ
、
反
復
更
新
す
る
中
に
あ
っ
て
も
、

契
約
満
了
日
か
ら
次
の
契
約
初
日
と
の
間

に
、
原
則
六
カ
月
（
直
前
に
満
了
し
た
有
期

労
働
契
約
が
一
年
に
満
た
な
い
場
合
は
、
当

該
契
約
に
二
分
の
一
を
乗
じ
て
得
た
期
間
を

基
礎
に
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
期
間
）
以

上
の
空
白
期
間
（
ク
ー
リ
ン
グ
期
間
）
が
あ

る
と
き
は
、
通
算
契
約
期
間
に
算
入
し
な
い

こ
と
と
し
た
。

雇
止
め
法
理
を
法
定
化

　

ま
た
、
有
期
労
働
契
約
の
反
復
更
新
に
よ

り
無
期
労
働
契
約
と
実
質
的
に
異
な
ら
な
い

状
態
で
存
在
し
て
い
る
場
合
や
、
有
期
労
働

契
約
の
期
間
満
了
後
の
雇
用
継
続
に
つ
き
合

理
的
期
待
が
認
め
ら
れ
る
場
合
で
、
雇
止
め

が
客
観
的
に
合
理
的
な
理
由
を
欠
き
社
会
通

念
上
相
当
で
あ
る
と
認
め
ら
れ
な
い
と
き

は
、「
使
用
者
は
、
従
前
の
有
期
労
働
契
約

の
内
容
で
あ
る
労
働
条
件
と
同
一
の
労
働
条

件
で
当
該
申
込
み
を
承
諾
し
た
も
の
と
み
な

す
」
な
ど
と
し
、有
期
労
働
契
約
が
更
新
（
締

結
）
さ
れ
た
も
の
と
み
な
す
、
い
わ
ゆ
る
雇

止
め
法
理
（
判
例
法
理
）
を
制
定
法
化
し
た
。

不
合
理
な
労
働
条
件
を
禁
止

　

さ
ら
に
、「
有
期
労
働
契
約
を
締
結
し
て

い
る
労
働
者
の
契
約
内
容
で
あ
る
労
働
条
件

が
、
期
間
の
定
め
が
あ
る
こ
と
に
よ
り
、
同

一
使
用
者
と
期
間
の
定
め
の
な
い
労
働
契
約

を
締
結
し
て
い
る
労
働
者
の
契
約
内
容
で
あ

る
労
働
条
件
と
相
違
す
る
場
合
に
は
、
当
該

労
働
条
件
の
相
違
は
、
労
働
者
の
業
務
内
容

及
び
責
任
の
程
度
、
当
該
職
務
の
内
容
及
び

配
置
の
変
更
の
範
囲
そ
の
他
の
事
情
を
考
慮

し
て
、
不
合
理
と
認
め
ら
れ
る
も
の
で
あ
っ

て
は
な
ら
な
い
」
な
ど
と
規
定
。
期
間
の
定

め
が
あ
る
こ
と
に
よ
る
不
合
理
な
労
働
条
件

を
禁
止
し
た
。

勤
続
五
年
超
の
有
期
労
働
者
は
約
三
割

　

国
会
審
議
で
は
、
い
わ
ゆ
る
無
期
転
換
ル

ー
ル
に
関
す
る
質
問
・
意
見
な
ど
が
相
次
い

だ
。そ
の
中
で
は
、政
府
参
考
人
か
ら
有
期
契

約
労
働
者
の
う
ち
勤
続
が
五
年
を
超
え
る
割

合
は
二
九
・
五
％
で
、約
三
六
〇
万
人
と
推
計

さ
れ
る
こ
と
（「
有
期
労
働
契
約
に
関
す
る

実
態
調
査
」
に
基
づ
く
）
な
ど
が
示
さ
れ
た
。

　

ま
た
、
や
り
と
り
の
な
か
で
「
施
行
後
五

年
時
点
で
の
雇
止
め
が
出
来
る
だ
け
起
き
な

い
よ
う
に
し
な
が
ら
無
期
労
働
契
約
に
転
換

さ
せ
る
こ
と
が
、
施
行
に
当
た
っ
て
の
大
き

な
課
題
」
と
さ
れ
、「
雇
止
め
法
理
の
周
知

を
図
る
」、「
企
業
に
と
っ
て
も
有
期
契
約
労

働
者
に
キ
ャ
リ
ア
ア
ッ
プ
し
て
も
ら
う
こ
と

が
プ
ラ
ス
に
な
る
こ
と
を
説
明
し
な
が
ら
動

向
を
把
握
」し
つ
つ
、「
助
成
措
置
や
業
種
ご

と
の
無
期
転
換
モ
デ
ル
の
周
知
」
等
で
最
大

限
支
援
し
て
い
く
考
え
が
政
府
側
か
ら
明
ら

か
に
さ
れ
た
。

　

さ
ら
に
、
政
府
側
か
ら
は
「
無
期
転
換
ル

ー
ル
は
正
社
員
化
を
推
進
す
る
基
盤
に
も
な

る
」
こ
と
か
ら
、「
無
期
転
換
労
働
者
の
雇

用
管
理
に
関
す
る
モ
デ
ル
の
開
発
や
先
進
好

事
例
の
収
集
・
普
及
」
を
は
じ
め
、「
現
場

の
労
使
の
取
り
組
み
を
後
押
し
す
る
方
策
」

を
検
討
す
る
旨
の
言
及
も
あ
っ
た
。

　

無
期
転
換
ル
ー
ル
を
め
ぐ
っ
て
は
、「
施

行
後
八
年
を
経
過
し
た
場
合
に
施
行
状
況
を

勘
案
し
つ
つ
検
討
を
加
え
、
結
果
に
基
づ
き

必
要
な
措
置
を
講
ず
る
」
旨
の
規
定
も
盛
り

込
ま
れ
て
い
る
。

　

改
正
法
の
う
ち
、
②
有
期
労
働
契
約
の
更

新
等
（
雇
止
め
法
理
の
法
定
化
）
は
公
布
日

か
ら
施
行
。
①
有
期
労
働
契
約
の
期
間
の
定

め
の
な
い
労
働
契
約
へ
の
転
換
や
、
③
期
間

の
定
め
が
あ
る
こ
と
に
よ
る
不
合
理
な
労
働

条
件
の
禁
止
等
に
つ
い
て
は
、
公
布
か
ら
一

年
を
超
え
な
い
範
囲
で
政
令
で
定
め
る
日
か

ら
施
行
さ
れ
る
。�

（
調
査
・
解
析
部
）
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